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(研究議文)

沖縄本島北部におけるマンゴー産地の経営管理

菊 地 香 ・平 良英 三 1)

(日本大学生物資源科学部 1)琉球大学農学部)

Koh KIKUCHI and Eizo TAIRA: The management of the Mango growing district 

in the northern region of the main island of Okinawa. 

要 旨

本稿は農家が経営方針を実現するにあたって，

農家がどのような経営を行っているのかを明ら

かにする.

農家調査は2007年 8~9 月にかけて本島北部

地域のマンゴー農家を対象に実施した.調査項

目は，農業従事者，経営主年齢，後継者の有無

施設導入時期及び面積，収穫量，生産コス ト，

資本装備率などである.また，調査した農家の

経営方針においてブランド育成，経営管理など

聞き取りを実施した.

調査結果によれば，経営管理やブラン ドに関

連したことに農家は敏感であることがわかった

さらに，農家は，消費者が沖縄マンゴーの価値

を 卜分に認識しているものと考えている場合が

多い.また，農家は品質管理に重点を置かない.

一方でマンゴーは他の果物に比べて消費者にとっ

て高級なイメージがある高級感のあるマンゴー

は果物のなかで消費者に貴重なものと認識され

ている.結果として，農家はどんなマンゴーで

あっても販売すれば，確実に売り切れてしまう

ことを当たり前としている.

I.はじめに

沖縄県で生産が急成長している熱帯果樹の一

つにマンゴーがあげられる 沖縄県でマンゴー

栽培が開始されたのは明治時代であり，本格的

に販売用として栽培されたのは， 1980年代から

である(沖縄県農林水産部編， 1999). 当H寺，

マンゴーは露地栽培が中心であったことで，開

花時期と梅雨が重なって結実が難しく，栽培技

術の定着がで、きなかった.しかし， マンゴーが

ハウスで栽培されるようになってからは，梅雨

に左右されなくなった.そして，マンゴーは現

在，安定した栽培が可能となり，栽培農家が増

加している.

これまでの国産の熱帯果樹に関した先行研究

は，パインアップルを中心と した研究成果が多

く，マンゴーに関した先行研究は数少ないとい

えよう.とくに亜熱帯気候に属する沖縄県の熱

帯果樹の研究について菊地ら (2004，2006)及

び菊地 (2007)は，パインアップルとマンゴー

の流通形態を明 らかにしている.沖縄県におい

てマンゴーはパインアップルに続く第二の熱帯

果樹として生産振興にカを入れており，農家の

経営意識次第でさらなる飛躍する可能性をもっ

キーワード :沖縄本島北部，ブランド育成，経 ている.中村 ら (2008)がマンゴーを含む熱帯

営戦略，マンゴー， 経営管理 果樹の消費者の購買行動を明らかにしたもので

ある しかし，経営管理や消費者の購買行動の

あり方についての議論は少なく ，生産振興に資
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することができていない.マンゴ一生産は，現

状のままである と問題がどこにあって，それを

どのように解決すれば発展するのか，その方向

性を見出す参考例が少ない.

沖蹴県は，マンゴーの経営戦略の一環となる

ブラン ドに関して次のような方向性をとろう と

している.県農水部がまとめた素案は「おきな

わブランドJの確立や生産供給体制の強化，流

通 ・販売 ・加工対策の強化など 7つの政策目標

に向けた諸施策の推進を掲げている け.沖縄県

はブランドを構築して農業生産の改善を試みよ

うとしているが，宮崎県と比較しでも沖縄ブラ

ンドは発展の途上にある.産地としてブラン ド

を形成するために必要なことは， 一定の組織を

形成して生産技術から販売戦略まで統一的に行

い，その組織が機能性をもった運用を行うこと

である.そこで本稿では，沖縄県における果樹

産地のブラン ド化のあり方についてマンゴーを

例に検討する.そして，マンゴー栽培農家が経

営方針を明確にたて，それを実現するためにど

のような農家経営を行っているのかを明らかに

する.

II. ブランドの枠組みと沖縄県における取組み

1 ブランドの枠組み

ブラン ドとは「製品 ・サービスを特徴づける

ために付与される名前やマークなどの総称であ

る.J 2) ブラン ドを付与する 乙とは，様々な

代替財がある中で消費者が選択する理由を提供

することにある.ブランドをもって一般的な企

業は流通業者との交渉力を高めることや，販売

促進活動を展開していくことが容易となる.つ

まりブランドが構築されると，他の経営が作る

製品と同等の品物よりも高い価絡で，自らの経

営で作られた製品を販売できるとされる価格プ

レミアム効果，顧客が製品を繰り返して購入す

るロイヤルティー効果があらわれる.またブラ

ンドを育成する ことで流通業者に対する交渉力

を高めることができ，流通業者との協力が得ら

れ，プロモーション活動の展開が容易となる

さらにブラン ドの機能には保証機能，識別機

能，想起機能がある.とくに保証機能は，優れ

た品質や属性の製品・サービスを供給し続ける

という意思表示をもつことから始まる. したがっ

て，ブランドは自らの経営において製品の性質

や機能を管理し，保証できる体制を確立しなけ

ればならない.ブランドは単なる名前とマーク

というわけでなく，消費者に責任をもって一定

の製品を供給し続けるこ とを約束することであ

る.

消費者は，商品の購買に際して，過去の経験

にもとづいて購買の意思決定をする.記憶の想

起に関してブランドは，認知と連想という大き

な局面で重要な役割を果たす.ブランドを認知

することは，そのブランドを構成する名前やマー

クがどれほど広く消費者に周知されているかに

かかわる.ブラン ドが再認識される重要性は，

多くの人々に再認識されることで，保証機能や

識別機能が向上するこ とにある.

そしてブランドの想起順位は，高い方が望ま

しい.消費者の想起集合に入ることが重要とな

るのは，庖舗で並べられた農産物を実際に見る

前に，何を購買するかを消費者が決めてしまう

場合である.ブラン ドは，長期間にわたってプ

ロモーション活動の蓄積に由来する連想がある

かにかかっている.

個々 のブラン ドから連想される知識や感情，

イメージは，特定の内容に限定される.成功し

ているブランドは豊かであり，そして焦点の定

まったブランド連想を有している.農産物のブ

ランド化でさらに重要なことは栽培技術の統一

が欠かせない.個々の農家が例えばマンゴーを
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栽培し，出荷した場合，個々バラバラの栽培基 た農産物を安定供給できる体制をとり，品質を

準で栽培されそれが出荷されたものなので，そ 常に一定とさせることである.現時点での品質

れはプライベートなブランドであり，農家間で 管理は個人の目視や経験によるカンが頼りとなっ

それらを同じブランドとして扱うことはできな ている.現状のままでは，ブランドマンゴーを

い 同様に販売側も同一ブラン ドとして消費者 高品質で安定供給することは困難である.品質

に提供することはできず，ノーブランドか個々 を保証するためには，統一された栽培管理は当

のプライベー トブランドとして取り扱うしかな 然のことであるが，これに自動選果機による品

い.なぜなら，農薬の種類や散布の回数， 肥料 質管理，定期的な品質安定のための食味調査と

の使用量，品質の統ーができなければ，沖縄県 いった活動が必要であろう.

統ーとしてのブラン ド化されたマンゴーとはい

えないからである.毎年，定品質のマンゴーが

定量できて，定時に出荷できる体制を農家や出

荷団体ができなければブランドを形成できたと

は言い難い.

県内ブランドに不足していることは，作られ

j農業近代化施設等の整備

果樹産地の育成指導

fM良種苗の安定供給

栽培技術の普及推進

j仮売対策

2.沖縄県の果樹振興策

近年の沖縄県における果樹の生産振興施策の

体系は，図 lに示した通りである.沖縄県は果

樹の生産振興にあたって，生産対策，流通対策，

価格対策の 3つの柱を立てている.これをも と

パインアップル生産体制確立条件整備事業

(共同栽培施政、生産管理機械等の整備)

果秘権緬語吾憂爾事薬

(共同栽培施設、殺焔管理機械等の整備)

某扇拠点産地形成事業

パインアップノレ等種苗緊急対策事業

(緊急地域庖用意IJ出特別事業)

(果樹の優良種苗の僧殖及び普及推進)

果樹等生産出荷安定対策事業
(パインアップノレ栽培管理改善促進対策事業)

(加工パインアップノレの省力化栽培の推進)

果樹等生産出荷安定対策事業

(生食用パインアップノレ及び加工品の消費拡大)

j川工原料用果実訓l格銅ー---[ 5柱扇奪亙雇凪荷安定対策~Jj:業
(パインアップノレ加工原料果実への価格補綴)

図 1 沖縄県における果樹の生産振興施策体系

資料:沖縄県段林水産部『沖純県の闘芸 ・流通』
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に6つ方針をとり，さらに 8つの事業を展開す

ることでそれぞれが具体的に振興できるように

している.

沖縄県の果樹は，マンゴー，パパイヤ，バナ

ナ，タンカンなどの栽培面積及び生産量が増加

し，パインアップルが減少している.沖縄県は

成長の著しいマンゴー，パパイヤなどの果樹の

生産振興をするために，生産対策において果樹

産地総合整備事業としての共同栽培施設，栽培

管理機械等の整備を実施して農業近代化施設等

の整備を進めている.特に沖縄本島北部は柑橘

類，マンゴーやパイ ンアップルの産地であって

これらの整備が進められている

さらに沖縄県は次世代を担う果樹を育成する

ため，図 2にあるようなトロピカルおきなわフ

ルーツランド支援事業を立ち上げている.これ

に対して沖縄県の生産者における生産や出荷の

あり方は，定時 ・定量 ・定品質で農産物を供給

する体制が十分となっていない これについて

菊地ら (2006) は，生食用パインアッフ。ル生産

地をもとに産地化できない理由を次のようにま

とめている 沖縄県では有機的に農家聞がつな

がって産地を形成せず，また統一的な意識をもっ

た出荷組織が市場対応してせず，農家個々がバ

ラバラに市場対応したことに原因がある別.高

級果物の品質は，味も重要であるが見た目も重

要である.ここに沖縄県の高品質マンゴーを十

分に生産できない一つのあり方となっている.

つまり統一規格なり統一的な品質の取り決めが

ないことか ら，粗悪品まで流通させている.農

家の販売行動は，沖縄県産マンゴー全体の評価

を下げかねない可能性も持っている.

安心 ・安全新鮮を定時 定l止定品質で国民に提供

海外からの優良品目 ・品
磁のi埠入

トロピカノレおきなわのイメージア γプ(熱椛果実を食べる ・見る ・香りを楽しむ)

(i'I'純y~の地域特性を生かした自立経済の構築)

I也産地消の促進
1 [ 

生産者の経営安定

情報の分析 ・戦時の榊築

図2 トロピカルおきなわフルーツアイランド支援事業

資料 沖縄県農林水産部 (2004年) : r沖縄県の園芸 ・流通」より.

県内種誌の流通状況のw
報

普及センタ一、 JA等指
導で辿供 して対応(展示
IiDI掛)

果樹の生産動向についてみると次の通りであ ツ，シークヮーサー，パインアップルの 5品目

る.沖縄県が指定する園芸の拠点産地は 7ヵ所 を栽培する産地が該当する.主な産地としてマ

であり，マンゴー，パパイヤ，パッションフルー ンゴーは豊見城市，パインアッフ。ルは東村となっ
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ている. 地の利を生かして熱帯果樹の拠点産地

を形成することが望ましいものの，熱帯果樹農

家の多くは組織化して共選共販の体制をとらず，

顧客への直販を中心にした出荷体制をとってい

る. これらの農家はJAの販売方針，精算方法

や手数料を嫌い，自らの自 由な裁量による販売

行動をとっている叫.

III. マンゴーの生産動向

マンゴーとパパイヤは，オーストラリアとの

EPA交渉で取り上げられている品目である.

とくにマンゴーは，海外産のアーウィン種が

500円/kg前後，国産が1，500~3， 000円/kgとなっ

ており，価格面では輸入品に太万打ちできるも

のではない.国産マンゴーは価格について低価

格性を消費者に訴求せず，品質面を前面に押し

出した方向をと らざるを得ないといえるだろう.

まず，マンゴーは1984年に屋根掛け栽培によ

る着果促進法が開発されたことで，炭そ病の防

9色

4.000.0 

除が可能となったことから，経済栽培が本格化

した日.図3より，マンゴーは1985年に結果樹

面積 6haから一貫して増加し，2000年に入っ

てから200haで安定している 結果樹面積の伸

び率をみると，1985年を100%として一貫 して

増加し，1999年に達した時点でその増加が鈍く

なったそして収穫量及び出荷量は， 1998年の

不作を除いて，1999年に l回目 のピークを，

2004年に 2回目のピークを迎えた. 1999年から

2005年にかけて新規参入した農家の栽培技術が

安定していないことで，収穫量と出荷量におい

ても安定した数量となっていない点もあるのだ

が，結果樹面積の急増をみる限り， 沖縄の重要

果樹に成長したことが分かる.

中村 (2008) によれば，沖縄県のマンゴーは

1998年の凶作まで，国産マンゴーの 8~9 割の

シェアを確保していた. しかし，宮崎県の参入

によりそのシェアは低下し，2005年において沖

縄県産51.0%，宮崎県産30.9%という構成となっ
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図3. 1985年を100としたマンゴーとパパイヤの生産動向の推移.

資料:内閣府沖約総合事務局「沖縄農林水産統計年報」より作成.
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ている 「マンゴー=沖縦県J という消費者の

認知の構図は崩れているとまとめている.

表 lは，マンゴーの等級基準を示したもので

ある これをもとに農家による個選， JAへの

出荷後に選果する共選となる.JAによればマ

ンゴーでの個選は，農家の主観が入りすぎるた

めか，秀品と優品が十分に選別できず，等級を

揃えることができないようである.栽培技術の

統ーができず，あわせて品質の統ーも不十分と

なっている場合が多いようである引.マンゴー

を栽培する技術が，生産する農家間で同一でな

い状況で，同じ品質のものができるということ

表l.沖縄県におけるマンゴーの品目別等級基準

鮮紅色が7分着色以上のもの
病害虫被害のないもの

秀品 ~ilJ傷、切傷、圧傷、 すれ{~のないもの
日焼けのないもの
形状は品種の特性を備えたもの

鮮紅色が 3~7 分着色以上のもの
病害虫被害の目立たないもの

優品 車l路、切傷、圧傷、すれ傷の目立たないもの
日焼けの目立たないもの
形状は品種の特性を備えたもの

鮮紅色が3分着色以下のもの
病害虫被害が優品につぐもの

良品 中IJ傷、切傷、圧傷、すれ傷が優品につぐもの
日焼けが俊品につぐもの
形状は品穏の特性を備えたもの

結度は14度以上のもの
主な調整荷病害虫被害果、傷果、日焼果、奇形果等は除去する
造方法 果実にはシールを貼る

玉揃えを厳重にする

資料 沖縄県農林水産部編 (1999年)を参考に作成

1V. マンゴ一生産農家の経営内容

1 調査方法及び調査農家の経営概況

沖縄本島北部は，名護市，金武IIIJ，本部町，

大宜味村，恩納村，今帰仁村，国頭村，東村で

構成される地域である. 人口は 115，108人

(2007年10月)であり，名護市の人口は60，478

人であって，地域の中心となっている.名護市

や本部町では柑橘類が栽治され，東村や国頭村

ではパインアップルが盛んに栽培されている

は困難であろう.現状では，マンゴーが消費者

にとって他の果実に比べて希少性のあるもので

あり価値のある商品として認識されている. し

かし図 4で示すように，実際に販売されている

マンゴーは個体差が激しく，一定の品質を保つ

だけの栽培技術を確立できていないのが現状で

ある. JAでは糖度を中心として品質を区分し

ており，目視による等級基準だけで選別しない

で的確な農産物を供給できるような体制を確立

しようとしている マンゴーの規絡を見ても，

出荷体制は今後の整備が期待されるものといえ

よう.

図4.実際に販売されているブランドマ
ンゴー (2007年6月初日)撮影

沖縄県におけるマンゴーの生産地は，沖縄本

島北部・中部・南部，宮古島，八重山地区であ

る.表 2は1996年以降のマンゴー産地における

農家数及び結果樹面積を示したものである 結

果樹面積でみると本島北部が30%以上の結果樹

面積を占めている.ついで南部が20%以上となっ

ており，沖縄県産のマンゴーはこの2つの地区

が中心的な産地となっている.

この中で， JA系統販売を多く行っている と
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表 2 地域別にみた結果樹面積の推移.

(単位 ha， %) 
北部 中部 南部 宮古 八重山

実数 割合 実数 i!ゴ;11卜EムZ 実数 割合 実数 割合 実数 割合

1996 53 36.8 14 9. 7 38 26.4 23 16.0 16 11.1 
1997 58 36.0 16 9. 9 42 26.1 27 16.8 18 11.2 
1998 64 37.4 16 9. 4 43 25.1 32 18.7 16 9.4 
1999 68 35.1 17 8. 8 46 23. 7 43 22.2 20 10.3 
2000 69 34.2 18 8. 9 48 23. 8 47 23.3 20 9.9 
2001 72 35.3 16 7.8 47 23.0 49 24.0 20 9.8 
2002 73 35.1 16 7.7 49 23. 6 50 24.0 20 9. 6 
2003 73 35.3 15 7.2 47 22. 7 51 24. 6 21 10.1 
2004 73 34.4 16 7.5 51 24.1 51 24. 1 21 9. 9 
2005 73 34.1 18 8.4 51 23. 8 51 23. 8 21 9. 8 

|非l)Hi!附日総合事務局 f沖{#日農林水産統計年報」より作成

ころは本島中部と南部であり，宮古島は一部

JA系統販売をしているものの個選が中心であ

る また本島北部で、は個選中心であり， 2007年

時点においてJA系統販売をしている農家はほ

とんどいない.八重山地区に至つてはJAの選

果場がないことからJA系統販売がほぼ Oであ

る.離島のような遠隔産地では，組織化した販

売方法をとることで輸送のロスが削減できる.

しかし，沖縄県の一部では組織化して販売する

ことをあえてせず，個選で販売する農家が多い

組織化しない理由は多々あるものの，その多く

が個の経営的裁量が反映しやすいようにするた

めである.組織化にしても緩やかな生産組織で

ある.本島北部は，組織的な対応よりも個別に

顧客販売をした方が利益を多くとることが可能

であるということで，個の裁量が強くなる緩や

かな組織化した販売となっている.

本島中南部とくに南部ではJA系統販売を活

用して，販売事業についてはJAに委託し，秀

品率を高めて所得を拡大しようとする農家が多

い.沖縄本島という一つの島においてこれだけ

の販売手段が異なる.本稿は，個選中心で顧客

販売が主となっている本島北部を取り上げた.

調査は， 2007年 8~9 月にかけて北部地域の

マンゴー農家を50戸抽出し，そのうち調査した

農家は34戸である.そしてその中から，調査時

に農家が土地面積や収穫量といったデータを把

握していない農家 4戸を除いて30戸を分析対象

とした 7) 調査内容は，経営に関する項目とし

て，経営耕地面積，農業従事者，農業経営主年

齢，後継者の有無，資本装備，施設導入時期及

び面積，収穫量，出荷先，生産コス トである.

また，調査した個別農家の経営方針においてブ

ランド育成，経営管理など聞き取りを実施した

調査農家の経営概況は表3に示す通りである

経営耕地面積は最大520a，最小10aである

(農家のマンゴー栽暗に関して最大520a，最小

6 a). 経営耕地を借地に依存した農家が多く，

30戸中で 8戸の農家が全て借地であった 一般

にマンゴーは露地での栽培に適さない.露地栽

培では着果時期が梅雨にあたり，炭そ病に躍っ

てしまう。さらに，台風害に耐えうるような風

除けハウスが必要である マンゴーを栽培する

農家はほぼ施設化しているものと推測される.

なお， 他の品目を栽培している農地については

施設化されていない.経営主年齢は，最年長86

歳，最年少39歳である.経営主年齢65歳以上は

12戸であり，調査農家の40%は高齢者である 8)

農業就業者は単独農家(1人)が 8戸，経営主

夫婦でマンゴーを栽培する農家が 9戸である.

そして，経営主夫婦に後継者もしくは雇用労働

のある農家が13戸である 後継者は30戸中で
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53.3%であり，後継者不在の農家は12戸である

マンゴー単収は最大で2，000kg，最小で120kg

であり，かなりの聞きがある.マンゴ一単価に

ついても最高4，000円， 最安1，000円と単価のl隔

が3，000円の聞きがある.農業経営費は最大で

1，323千円， 最小で14千円とかなりの格差がみ

られている.この格差は管理を十分に行う農家

と粗放的な栽l音となっている農家の存在に原因

があるとみられる.

表3 調査農家の経営状況

(単位 。a，%，人，歳，kg，千円)

経営耕地面積 i誌大 520 
i員ノj、 10 

マンコ一知l
最大 520 
最小 6 

最大 100 

自作地率 最小 。
平均値 67.5 
標準偏差 43. 76 

施設化率 最大 100 
最小 2. 4 

経営主年齢 最年長 86 
最年少 39 

農業就業者数 最多 4 
最少

後継者 平均値 53.3 
標準偏差 0.51 

マンゴー単収 最大 2.000 
Ji}小 120 

マンゴー単価 (1kg当たり) iI~高 4.000 
最安 1.000 

農業経営費 (10a当たり) 最大 1.323.4 
般小 14.4 

農業組収益 (10a当たり) 最大 3.773.6 
i改ノl、 74.1 

資料調査結果より作成.

2 農家の経営形態

前節では，調査農家の経営概況を考察した

事例農家についてどのような経営形態が区分さ

れ，経営形態別にみて経営戦略の方向性がどの

ように異なるのかを検討したい.分析方法は，

こうした経営的な特徴をもっ調査農家の経営形

態を表 4に示す指標で主成分分析を行った主

成分分析の結果は，表 5に示すとおり である.

表中より第 1~ 3主成分までで累積寄与率が

表4 経営区分の指標.

7 ンゴー畑率(幼木含む)
経営主年齢
農業就業者数

農業後継者を確保したj災家
経営耕地に占める結果樹面積率

k g当たりのマンゴー単価
10 a当たりのマンゴー収穫量

マンゴーの所得率
lOa当たりの流動費

資料 .調査結果より作成.

表5. 主成分負荷量

主成分負荷量 主成分No.1主成分Nn2主成分NO.3
マンゴー畑率(幼木含む)

経営主年齢

農業就業者数

j品業後継者を碓保した農家

経営耕地に占める結果樹面積率

k g当たりの7ンゴー単価

!Oa当たりのマンゴー収穫量
7ンゴーの所得率

10 a当たりの流動費
百宥百
ヰえま

0.6閲 0.418 -0.409 
0.414 -0.540 0.320 
-0.208 O. 621 0.450 
0.075 0.097 0.894 
0.804 0.078 -0.157 
O. 698 O. 183 0.082 
-0.466 0 225 -0.392 
O. 576 -0.297 0.079 
0166 0.860 0.100 
2.404 1. 777 1. 472 
0.267 0.197 0.164 

O. 63である.第 l主成分は，経営耕地に占める

結果樹面積率に主成分負荷量が0.80であるこ と

から「調査農家のマンゴ一規模」に関した主成

分である.第 2主成分は， 10 a当たりの流動

費に主成分負荷量が0.86であったこ とから「調

査農家の経費」に関した主成分である.第 3主

成分は農業後継者に主成分負荷量がO.89である

ことから「調査農家の農業継続性Jに関した主

成分である.第 4主成分以降は固有値がl.0以

下であり，分析に使用するにはリスクが大きい

ことから使用していない

第 3主成分までの主成分得点値を入力指標と

してクラスター分析を行った.図 5にそのクラ

スターを示し，これをもとに経営形態を区分す

ると以下の通りである引.

①投下経費が少なく低結果樹面積率であるが

農業生産の継続性のある「マンゴー依存度小経

営J，②結果樹面積率が低く，投下経費が少な
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図5 事例農家の経営形態とクラスタ一分析樹形図

く，農業生産の継続性がない「後継者不在マン

ゴ一依存度小経営J，③結果樹面積率が低いも

のの投下コストが高く，農業生産の継続性のあ

る「後継者不在マンゴー特化型経営J，④投下

経費は高く結果樹面積率も高く，農業生産の継

続性のある「マンゴー特化型経営J，等の 4つ

の経営形態に区分できる.

①マンゴー依存度小経営はマンゴー以外の品

目を栽埼していることから，経官耕地面積に占

める結果樹面積率が小さい.農家としてマンゴー

そのものは，補助的な位置付けとなっている.

そして， この経営形態に該当する農家は様々な

農産物を生産することで多角化している

②後継者不在マンゴー依存度小経営は，後継

者が他出しており，現在の経営主によって経営

が維持されるにすぎない状態である 農業生産

の継続性に不安定要素をもっている.この経営

形態に該当する農家は，マンゴーが主力となら

ない経営形態である.

③後継者不在マンゴー特化型経営は，経営規

模が小さいことから経営耕地全てをマンゴーに

特化している 後継者が他産業に就業し，マン

ゴ一生産の継続性に問題がある.従って，マン

ゴーからの収益に依存している.

④マンゴー特化型経営は，即戦力の次世代を

確保している そして，マンゴーの単価を高め

て所得を最大化させている経営である.従って，

この経営形態はマンゴーに専門化しており，こ

の経営形態に該当する農家はマンゴーからの収

援に依存している.

以上，沖縄本島北部のマンゴーは， 4つの経

営体に区分できることが推測される

3.農家の販売促進 ・経営方針

農家にとってブランドのもつ機能は，識別機

能関心を示している(菊地，2009) そして，

本島北部の農家は顧客販売が中心であることか

ら，ロイヤルティー効果を中心としたブランド

の構築をしている.また，農家にとってどのよ

うな経営方針をもってマンゴーをはじめとする

農産物を栽培しているのか，その事業目的をもっ

て経営を行うかどうかが発展のカギとなる.事

業目的は農家にとってどのような生存領域で経

営を発展させていくのか，常に目的と照らし合

わせながら経営を行うが，事業目的をもちえて

いない場合は場当たり的な経営となってしまう

経営を管理する上で事業目的をもつことは重要

なこととなる.本稿は経営形態別にブランド育

成，ブランド維持，経営管理について聞き取り

調査した.なお，経営方針などのアンケー ト結

果については，数値聞において偏りが大きくい

ことから，数量的に扱うのではなく ，経営形態
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間でアンケート結果がどのような相違があるの

かに使用する. 以下では，経営形態別に表 6~

8をもとにして考察してみたい.

多いものの. JAや量販庖との契約販売には関

心を示していない.マーケティング戦略の立案

は 2戸だけが実施しているのみである.顧客販

売が中心となるのでマーケティング戦略を更新

する必要を認めておらず，従来通りの販売をし

ている経営形態である.

( 1 )マンゴー依存度小経営

マンゴー依存度小経営は，マンゴ一以外の品

目も経営している.マンゴーのブランド育成の

重点項目では，消費者へ積極的に訴求をしなけ

ればならないが，育成活動に積極的ではない.

作業日誌による栽矯管理は実施している農家が

この経営形態において事業目的は設定してい

るもののその具体化 を目指すことはない.本来

ならマーケティング戦略の立案は，事業目的の

達成にリンクしている ことから，これがないと

表 6. 経営形態別にみたマンゴーのブランド育成の重点項目.

和li霊的な新聞
イベントへの量販庖での販や情報誌での新品種の導入 価格設定の見

参加 売促進 広告 直し

戸数 明伺1% 仁? 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合

7 ンゴー依存度小経営 3 42. 9 2 28. 6 14.3 14.3 。。。
後継者不在マンゴー依存度小経営 5 55. 6 4 44.4 11.1 3 33. 3 3 33. 3 

後継者不在マンゴー特化型経営 4 50. 0 4 50.0 12.5 3 37. 5 3 37. 5 

マンゴー特化型経営 4 66. 7 2 33. 3 4 66. 7 3 50.0 4 66. 7 

全体 16 53.3 12 40.0 7 23. 3 10 33. 3 10 33. 3 

資料調査結果より作成
注) 経営形態合計の戸数を分母にして割合を算出した.

表 7.経営管理に関した農家の意向.

事業目的 J Aや量販応 契約栽培 簿記の記11援に 作業日誌によ マーケティング
を設定 との契約栽培 の順守 よる経営管理 る栽培管理 戦略の立案

~数寄11合実数割合実数割合 実数 割合 実数割合実数割合

7 ンゴー依存度小経営 6 85.7 14.3 14.3 4 57.1 5 71. 4 

後継者不在7 ンゴー依存度小経営 7 77. 8 4 44.4 4 44.4 4 44.4 5 55.6 

後継者不在7 ンゴー特化型経営 4 50.0 3 37.5 2 25.0 。。。 4 50.0 

マンコー特化型経営 6 100.0 2 33.3 2 33.3 4 66.7 3 50.0 

全体 23 76.7 10 33.3 9 30.0 12 40.0 17 56.7 

資料調査結果より作成
注) 経営形態合計の戸数を分母にして割合を算出した

表 8. 生産者の組織化に対する意向

マンゴー依存度小経営

後継者不在マンゴー依存度小経営

後継者不在マンゴー特化型経営
マンゴー特化型経営
全体

資料調査結果より作成.

生産組織を形成 1戸の経営で自
に賛成 由に栽情

実数 割合 実数 割合

4 57. 1 2 28.6 

4 44.4 6 66.7 

4 50.0 3 37.5 

233. 3 4 66. 7 

14 46.7 15 50.0 

注) 経営形態合計の戸数を分母にして割合を算出した

統一の規格と組
織販売

実数 割合

4 57. 1 

4 44.4 

3 37.5 

2 33. 3 

13 43.3 

2 28.6 

5 55.6 

4 50.0 

4 66.7 

15 50.0 
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場当たり的な経営となってしまう可能性をもっ

ている.しかし，場当たり的経営にならないよ

うこの経営形態では，作業日誌による栽培管理

や簿記の記帳による経営管理によって経営全体

として収援を高めようとする傾向がみられる.

ブランド商品は一定の品質を保証することが必

要であって，品質の低いものを販売することは

全体のブランドイメージを破壊してしまう.こ

の経営形態に属する半数の農家は，ブラン ドイ

メージを大切にするために炭そ病に躍ったマン

ゴーの販売を控えている.そして顧客販売中心

であるがため消費者から情報を直後受け取るこ

とが可能であり，消費者からの品質に対する要

望をダイレク トに受け止めて改善することが可

能となっている.

( 2)後継者不在マンゴー依存度小経営

後継者不在マンゴー依存度小経営は，後継者

がいないことから経営の継続性に問題があり，

常に経営の安定を図る必要がある.他の経営形

態に比べ必要に迫られて事業目的を設定せざる

を得ない. したがって，ブランド戦略の立案に

関心を示す農家が多い.マンゴーのブランド育

成の重点項目は，販売先の確保のために産業祭

りや物産展などのイベン トに参加にある.イベ

ントを販路拡大の場としてとらえて消費者に訴

求し，さらに量販店での販売促進活動を通じて

収益の最大化を目指している.

また，消費者ニーズを的確にとらえるため価

格設定には敏感に対応する農家もみられる.こ

の経営形態に該当する農家の経営管理の意向で

関心の多い項目は i事業目 的を設定Jするこ

とであり， このことはマーケティ ング戦略の立

案を構築することで消費者へ如何に自らのマン

ゴーを購入させるかを検討するようにし，明確

な経営方針をもつことで市場のなかでの生存領

域を確保しようとしている.そして「作業日誌

による栽培管理」によって日々の管理を正継に

することで品質の安定化と保証をすることを課

題としている. したがって，この経営形態に該

当するすべての農家が炭そ病に擢ったマンゴー

を販売するという，ブラン ドイメージを破壊す

る行為をすることがない.常に高い品質のマン

ゴーを提供して，ブランドイメージを高める方

向性をもっている.このことは，顧客販売を中

心にしていることもあって定品質マンゴーの実

現を大事に考えており，顧客である消費者から

品質に対する苦情があった場合には，その要望

をダイレクトに受け止めて改善することが可能

である.このことにより品質の高いマンゴーが

生産できるような体制をとっている

(3 )後継者不在マンゴー特化型経営

後継者不在マンゴー特化型経営は， 4つの経

営形態の中で事業目的を設定する農家が少ない

形態である.マンゴーという高級果実は，単価

自体が高く，高い収益が見込まれがちである.

しかし マンゴーのブランド育成の重点項目を

みると物産展や産業祭りなどのイベン トに関

心を示し，量販屈での試食を伴う販売促進に対

しでも同様である.マンゴーへ特化した経営だ

けに，販売先の確保と販売量の増加につながる

ことを重視している.

この経営形態に属する農家の半数が事業目的

をもっており，闇雲にマンゴーを栽培して販売

しているわけではない.そして事業目的に見合

うマーケティング戦略を常に更新している状況

にある.またマンゴーは高級果実であるこ とか

ら品質を常に一定に保つことが必要である.乙

の経営形態に属する農家の半数において作業日

誌によって栽培管理を安定化させて，品質の安

定化並びに向上を目指している マンゴーが経

営の中心であるこの経営形態では， 4つの経営

形態の中で，後継者不在マンゴー依存度小経営
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の次に品質管理を重視している 8戸のなかで

5戸が炭そ病に躍ったマンゴーについて出荷せ

ず，農家で処分している.炭そ病に躍ったマン

ゴーを安価で販売することは，高級イメージの

強いマンゴーの品質やブランドイメージの破壊

につながる可能性がある. この経営形態はマン

ゴーに特化した経営を行っている ことから，ブ

ランド維持のための品質管理を重視した結果が

このような回答を導いている.

(4 )マンゴ一特化型経営

経営耕地の全てがマンゴーに特化しており，

後継者不在マンゴ一特化型経営に比べて該当す

るすべての農家が事業目的を設定した経営となっ

ている マンゴーのブラン ド育成の重点項目を

みると，県内外で開催されるイベン トに積極的

に参加している.そして積極的に新聞や情報誌

において広告することで，消費者向けのアピー

ルを行っている マンゴーに特化した経営であ

り，消費者の動向に敏感に反応するため価格の

設定は柔軟に行えるような体制をとっている.

この形態に属する農家は，事業目的を達成す

るためにもマーケティング戦略を重視しており，

品質の安定化を図るために作業日誌による栽培

管理を行っている.また経営管理として簿記の

記帳を重視している この経営に属する農家の

多くは顧客販売が中心であり， JAや量販庖と

の契約販売はほとんどない.ブランドとしてマ

ンゴーの品質管理をみると， 6戸のなかで 5戸

が炭そ病に躍った商品を販売することない.と

の形態に属する農家は定品質のマンゴーを顧客

に提供する意向をもっているともいえよう.マ

ンゴーに特化したこの形態に属する農家の意向

は，常に高い品質のマンゴーを消費者に提供す

ることで収益性を高める方向にあるといえるだ

ろう

4. 農家における組織化対応

顧客販売が中心であることで，表 8にあるよ

うに農家が組織化して販売を行うことに消極的

である.積極的に生産組織を形成しようとする

割合は，どの経営形態においても60%を超える

ことはなく，個々の農家の裁量による顧客の販

売に重点を置いている状況にある.統一された

規格で販売を行うことに対しても同様の傾向に

ある.個選個販の顧客販売が中心となっており，

沖縄県産マンゴーという一つのカテゴリーであっ

ても，それが農家間で規格の基準がバラバラと

なり，マンゴーの個体差がある 図4に示すよ

うに，個選であるがゆえに贈答用であっても表

2にあるような規格に見合うものとなっていな

い.この原因は農家の技術力にある.通常組織

化された産地であれば，行政やJAによって技

術講習会を生産者部会単位で、開催して，農家の

もつ技術の平準化をする しかし北部地域の組

織率が低い状況にある.とくに北部では栽培技

術に差があ りすぎており，表 3にあるように単

収が120kgの農家から 2tの農家までいる.今

までの北部におけるマンゴ一生産は農家主導で，

農家が行政やJAの指導を受けないでいた 近

年において，農業研究センターや農業改良普及

センターにおける栽培技術に関する研究成果が

蓄積され，農家に還元できる体制をとれるよう

になってきた 2007年度以降， マンゴー栽培研

究会を沖縄県主導で開催して，栽培技術を平準

化することを目指しており，今や農家の参加率

は高い.

後継者不在マンゴー依存度小経営は，組織化

して生産と販売の機能を分けるよりも l戸の経

営で自由に栽培する方向にあり，生産者の組織

化形成に消極的である.マンゴー依存度小経営

のようにマンゴーが経営を構成する一品目であ

るとしている経営形態では，生産組織を形成す



菊地 ・平良 ・/Ii'総本島北部におけるマンゴー産地の経営管理 23 

ることに賛成となる意見が多い.後継者不在マ

ンゴー特化型経営のように経営の継続性に問題

があるような農家では，十分な農業従事者を確

保することができないことから，生産と販売の

機能を分けることを望んでいる傾向にある し

かし，生産組織を形成することに否定的な経営

形態は後継者不在マンゴー依存度小経営とマン

ゴー特化型経営である.これらの経営形態では，

個の裁量を重視するため l戸の経営で自由に栽

培できることを望む.とくにマンゴーに特化し

ているマンゴー特化型経営では， JAや量販店

との契約栽培が 2戸だけであり，これらの農家

が契約栽培に準じて栽培しているだけである.

後継者不在マンゴー特化型経営であっても生産

組織を形成することに賛成する農家が半数であ

りながらも，統一の規格と組織販売の活動を実

際に行っている農家は 8戸のなかで 3戸のみで

あり，組織があったとしてもその規定に従って

活動するより，個の裁量で経営を行う傾向やや

みられる 規格の統一が進んでいる経営形態は

マンゴー依存度小経営である. この経営形態に

よれば一戸の農家での販売力に限界があり，農

家は顧客販売に加えて系統販売を入れて販売力

の強化をしようとしている.それ以外の経営形

態に属する農家は調査における意見で，規格の

統ーをして組織的な販売活動をする方向性を農

家がまだ望んでいないことがあげられた.

v.おわり に

本稿は，沖縄マンゴーのブランド戦略に農家

の経営対応が十分になされているのかを，経営

形態別に検討した.分析の結果，マンゴー農家

のあり方，とくに経営管理の行動様式は次の 3

点に整理された.

第 lに，沖縄県において結果樹面積第一位で

ある本島北部の農家は，組織化して販売するの

ではなく，個別に販売するととが多い.そして

農家間で規格の統ーができていないことから，

「沖縄県産ブランドマンゴー」であっても個体

差が激しい.共選をせず個選中心であるがゆえ

に選別規格が厳格化せず，農家の裁量に委ねら

れてしまっている.消費者にとってすれば沖縄

県産のマンゴーはすべて同一ブランドとしてみ

ている.その実態は規格の揃った共選と農家間

で不揃いの規格のマンゴーとなっている 沖縄

県産のマンゴーをすべてブランド品として位置

付けていくのであれば，栽培技術から品質基準

まで統一し，それを認証する機関としてブラン

ド協議会のようなものを立ち上げていくことが

必要である

第 2に，上記のことと関連するがブランド化

に必要な技術の統ーが，マンゴー特化型や後継

者不在マンゴー特化型でとられていない.沖縄

県で統一された栽培技術というより，農家個々

の妓術に依存している.栽培技術を統一させ，

その技術を認証してもらわない限り ，個々バラ

バラのプラベートなブランドのマンゴーとなっ

てしまう危険性が高いものと推測される.プラ

イベー トなブランドであっても共選マンゴーと

同じ基準で，販売できるような体制作りが必要

不可欠である.

第 3にブランドを作り上げたら，そのブラン

ドを育成することが必要である.マンゴー栽培

を主とする経蛍形態では，積極的にブランドを

育成する努力をしている.しかし，マンゴーの

生産継続に不安定要素のある後継者不在マンゴー

依存型経営では，イベン ト活動を通じてブラン

ド育成をするだけであり，特別ブランドを育成

する方向となっていない.ブランド化をした後

は，それを発展させるための育成をしなければ，

継続的にブランドを維持することにつながって

いかないものと推測される.今後は，沖縄ブラ
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ンドを育成かつ強化し，消費者に訴求していく

ことが必要となるだろう.

以上，今後における沖縄本島北部のマンゴー

産地の経営戦略に必要な経営管理の方向性を考

察した.現状として，生産農家は，的確な栽培

方法を独自に編み出し，それを他の農家に伝矯

する機会が少ないといえるかもしれない.これ

に対してブランド化に向けての指針であるマニュ

アルが2008年から青果物のブランド確立推進協

議会によって作成されてきているなど，今後の

品質の安定化が進展していくものとみられる
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(注)

1 )これらのことは沖縄県 (2008) を参照のこ

と.

2 ) この部分については， 石井淳蔵ほか

(2004) より引用して作成した

3)野菜の産地化はできているが， 2000年で 8

種10産地にとどまっている.

4)菊地 (2007) は，計画的な販売をせず，場

当たり的な経営対応をする農家が多いと指摘

している.また出荷組織があっても，構成員

を結びつけるものはない.沖縄では組織の結

束を強化せず，構成員の結束が緩く，規約は

あっても機能していない.つまり組織文化を

もちえないことから，単なる農家の集合体的

な存在が多い.

5)詳細は沖縄県農林水産部編 (1999) を参照

のこと.

6) JA営農センターのヒアリ ング調査による

7)調査した農家のなかには複数農家が組合法

人とした経営体も含まれるが，経営の運営は

個々の裁量に任されている また，有限会社

も対象となっているが，その数が 3経営未満

であるので，その組織が特定される恐れがあ

るので，あえてそれらは明記していない

8) 65歳以上の農業従事者は他産業に従事する

ことができないということで高齢者とした.

9)主成分分析をし，主成分得点値を入力指標

としてクラスター分析をする方法に関した先

行研究は，藍惇宏ほか (1998)がある.

10)本稿の調査は2007年に実施しており ，調査

時点においてこのような組織はなかった し

かし， 2007年当時からブラン ドを認証すべき

機関の必要性は各機関で認識されていた
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